
維持管理に関する相談事例 

 

 

作
成
日 

平成 26 年 7 月 14 日 

番
号 

10 

タ
イ
ト
ル 

維持管理計画書の供用期間延長について 

キ
ー
ワ
ー
ド 

維持管理計画書、供用期間 

内 

容 

 
維持管理計画書の改訂作業を進めているなかで、設計供用期間の 50 年を経過する施設が出て

きている。 
 
施設は今後も継続して利用する計画であり、供用期間を延長する必要があると考えているが、

供用期間延長の考え方について技術的根拠を伺いたい。 

添付資料等の有無 ☑無・☐有 

回 

答 

 
供用期間を超過していても、必要とされる要求性能を満たしていれば施設として供用できるこ

とになる。 
 
供用期間の再設定は、当該施設を今後何年間使用するかということになり、施設利用状況や港

湾管理者・施設利用者からの要望等様々な要素で決めることになる。 
 
港湾管理者と当該施設を今後何年間使用するか協議して供用期間を設定し、その間の要求性能

を満たすよう維持管理計画書を改訂する必要がある。 

添付資料等の有無 ☑無・☐有 

回
答
後
の
対
応 

 
回答を踏まえて対応を検討したい。 

添付資料等の有無 ☑無・☐有 


